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岐阜県後期高齢者医療制度
保険料率改定のお知らせ

問合先 市民課 ☎57⊖9294

ご利用ください
市税の休日納付窓口

問 合 先
広報 ID

税務課  ☎35⊖3504
1005841

マイナンバーカードを交付します

　仕事の都合などにより、市県民税、固
定資産税・都市計画税、軽自動車税の
平日納付が困難な方を対象に「休日納
付窓口」を開設します。
　当日は納付に関する相談もお受けしま
すので、この機会をぜひご利用ください。
日時　５月29日㈰　午前９時～午後４時
場所　税務課（本庁2階・花岡町2）
市税の納付には、便利な口座振替をご
利用ください

　通常、毎月第3土曜日はシステム
休止のため、マイナンバーカードの交
付を行っていませんが、５月～７月の
第3土曜日は交付可能となりますの
で、交付を希望される方はお越しくだ
さい。
日時　５月21日㈯  午前９時～正午
　　　６月18日㈯  午前９時～正午
　　　７月16日㈯  午前９時～正午

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、常に市民の立場にたっ
て、安心で暮らしやすい地域社会をつくるために活動しています。
　それぞれの民生委員・児童委員が担当する地域の中で、生活上の心配ごと相
談や福祉サービスを利用するためのお手伝い、高齢者の見守りなどさまざまな活動
に取り組んでいます。
　民生委員・児童委員の活動へのご理解とご協力
をお願いいたします。

対　　象　本年4月1日現在で80歳以上の方で、20本以上自分の歯があ
る市内在住者（これまでに表彰を受けられた方を除く）

申込方法　かかりつけの歯科医や最寄りの歯科医、市休日歯科診療所で
　　　　　5月31日㈫までに歯科検診（無料）を受診してください。

80歳以上で20本以上、健康な歯をお持ちの方へ

８０２０運動達成者表彰を行います
　国や歯科医師会では＂80歳になっても自分の歯を20本以上保ちましょう”
という「8020運動」を推進しています。飛驒口腔保健協議会では、平成22年
度より地域の「8020運動」の達成者を表彰しています。該当される方は、ぜ
ひご応募ください。

※表彰式は７月30日㈯午後2時より、市役所地下市民ホール（花岡町2）で
　行う予定です。 問 合 先

広報 ID
飛驒口腔保健協議会事務局 ☎35⊖3160
1000462

問 合 先 岐阜県後期高齢者医療広域連合　☎058-387-6368
市民課　☎35-3003

委員会・審議会を公開しています
公開予定の委員会・審議会

●傍聴は先着順となります。
●開催日時や場所が変更となる場合があります。また、議題など詳細について
　も担当課へお問い合わせください。

開催日 会議名ほか 担当課

5月16日㈪

庁議（幹部会）
◎8:30～ ◎市役所 4階特別会議室 企画課

☎35-3131総合教育会議
◎10:00～ ◎市役所 地下市民ホール

5月23日㈪ 庁議（幹部会）
◎8:30～ ◎市役所 4階特別会議室

企画課
☎35－3131

5月24日㈫
まちづくり協議会円卓会議
◎14:00～
◎市役所 4階特別会議室

市民活動推進課
☎35-3412

5月25日㈬
公共交通活性化協議会
◎13：30～
◎市役所 2階201・202会議室

都市整備課
☎35-3176

5月26日㈭ 農業委員会
◎13:30～ ◎丹生川支所 大会議室

農業委員会事務局
☎35-3141

5月27日㈮
社会教育委員定例会議
◎15：00～
◎市役所 3階行政委員会室

生涯学習課
☎35-3155

5月30日㈪
庁議（幹部会）
◎8:30～
◎市役所 4階特別会議室

企画課
☎35-3131

　後期高齢者医療保険料の保険料率は、岐阜県後期高齢者
医療広域連合にて2年ごとに見直しがあります。平成28・29年
度の保険料率は表のとおりとなります。
　これまで保険料の増加率の抑制に努めてきましたが、今回
の見直しでは、医療の高度化などで年々増加する医療給付
費への対応などのため、保険料率の引き上げが行われること
になりました。
　一方、より広く低所得者の負担を軽減するため、軽減判定所
得の基準額を引き上げ、均等割保険料の軽減対象者を拡大す
ることとなりました。
　なお、平成28年度の保険料額およびお支払い方法は、7月に
お届けする保険料額決定通知書にてお知らせします。

※保険料＝「均等割額」＋「所得割額（被保険者の所得×所得割
率）」となります。

※所得の少ない世帯の方は、保険料が軽減される場合があります。

区分 平成26年～27年度 平成28年～29年度
均等割額 41,840円 42,690円
所得割率 7.99％ 8.55％

賦課限度額 57万円 57万円

広げよう  地域に根ざした  思いやり
＝毎年5月12日～18日は民生委員・児童委員活動強化週間＝

問合先 福祉課 ☎35⊖3139

（年額）


